
対
　

　
応

地
方

自
治

法
施

行
令

を
改

正
し

、
全

国
的

に
措

置

登
録

権
限

の
市

町
村

へ
の

移
譲

等
に

つ
い

て
検

討

現
行

制
度

で
対

応
可

能
な

範
囲

を
明

確
化

し
、

通
知

現
行

制
度

で
実

施
可

能
な

範
囲

を
明

確
化

し
、

通
知

現
行

制
度

で
対

応
可

能
で

あ
る

旨
を

通
知

国
土

交
通

省

2

北
海

道
か

ら
の

道
州

制
特

区
提

案
に

係
る

対
応

に
つ

い
て

【
総

括
表

】

提
　

案
　

項
　

目
Ｎ

Ｏ
主

な
関

係
省

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○
は
道
州
制
特
別
区
域
基
本
方
針
の
変
更
を
行
う
も
の
）

4
認

定
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

の
認

定
権

限
等

の
移

譲
に

伴
う

国
と

連
携

を
図

る
仕

組
み

な
ど

の
法

制
化

総
務

省
1

「
ふ

る
さ

と
納

税
」
の

コ
ン

ビ
ニ

で
の

収
納

内
閣

府

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
の

登
録

権
限

の
移

譲
及

び
登

録
要

件
等

に
係

る
裁

量
権

の
拡

大
国

土
交

通
省

3
ア

ウ
ト

ド
ア

事
業

者
等

に
よ

る
自

家
用

有
償

旅
客

送
迎

（
第

５
次

提
案

平
成

2
3
年

1
0
月

28
日

提
出

）

-
 1

 -

CO867514
テキストボックス
参考資料１



対
　

応
内

　
　

　
容

・
普

通
地

方
公

共
団

体
が

私
人

に
そ

の
徴

収
又

は
収

納
の

事
務

を
委

託
す

る
こ

と
が

で
き

る
歳

入
と

し
て

、
寄

附
金

を
追

加
し

た
（
地

方
自

治
法

施
行

令
の

一
部

を
改

正
す

る
政

令
（
平

成
2
3
 年

政
令

第
4
1
0
 号

）
）
。

※
平

成
2
3
年

1
2
月

2
6
日

公
布

・
施

行

1

Ｎ
Ｏ

提
案

項
目

・
内

容

総
務

省

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
の

登
録

権
限

の
移

譲
及

び
登

録
要

件
等

に
係

る
裁

量
権

の
拡

大
（
財

源
措

置
を

要
望

）

（
内

容
）

　
地

方
公

共
団

体
が

私
人

に
収

納
を

委
託

で
き

る
歳

入
に

「
寄

附
金

」
を

追
加

し
、

「
ふ

る
さ

と
納

税
」
の

コ
ン

ビ
ニ

で
の

収
納

を
可

能
に

す
る

。

北
海

道
か

ら
の

道
州

制
特

区
提

案
に

係
る

対
応

に
つ

い
て

地
方

自
治

法
施

行
令

を
改

正
し

、
全

国
的

に
措

置

主
な

関
係

省
庁

「
ふ

る
さ

と
納

税
」
の

コ
ン

ビ
ニ

で
の

収
納

（
内

容
）

　
公

共
交

通
の

空
白

地
域

や
過

疎
地

域
等

に
お

い
て

、
地

域
の

関
係

者
の

合
意

に
よ

り
、

地
域

の
創

意
工

夫
を

活
か

し
た

住
民

の
足

を
確

保
す

る
取

組
を

よ
り

一
層

促
進

す
る

た
め

、
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

の
登

録
権

限
の

特
定

広
域

団
体

区
域

内
の

希
望

す
る

市
町

村
へ

の
移

譲
と

併
せ

て
、

登
録

要
件

等
に

関
す

る
地

域
の

裁
量

権
を

拡
大

す
る

。
　

ま
た

、
当

該
登

録
事

務
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
、

交
付

金
措

置
を

行
う

。

登
録

権
限

の
市

町
村

へ
の

移
譲

等
に

つ
い

て
検

討

現
行

制
度

で
対

応
可

能
な

範
囲

を
明

確
化

し
、

通
知

2

・
登

録
権

限
の

市
町

村
へ

の
移

譲
に

つ
い

て
は

、
「
希

望
す

る
市

町
村

に
権

限
を

移
譲

す
る

方
向

で
検

討
す

る
」
と

し
た

、
国

土
交

通
省

に
お

け
る

出
先

機
関

の
事

務
・
権

限
仕

分
け

（
「
自

己
仕

分
け

」
）
結

果
（
平

成
2
2
年

9
月

）
に

基
づ

い
て

、
北

海
道

の
要

望
や

市
町

村
の

意
見

も
伺

い
な

が
ら

、
今

後
、

必
要

な
検

討
を

進
め

る
。

・
更

新
登

録
に

つ
い

て
は

、
現

行
制

度
に

お
い

て
書

面
協

議
が

可
能

で
あ

る
旨

を
明

確
化

し
、

通
知

。

・
登

録
要

件
等

に
つ

い
て

は
、

提
案

内
容

を
踏

ま
え

、
平

成
2
4
年

度
中

に
検

討
を

行
い

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

国
土

交
通

省

（
第

５
次

提
案

平
成

2
3
年

1
0
月

2
8
日

提
出

）

-
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 -



北
海

道
か

ら
の

道
州

制
特

区
提

案
に

係
る

対
応

に
つ

い
て

対
応

内
　

　
　

容

・
提

案
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
国

税
庁

か
ら

の
認

定
事

務
の

一
般

的
な

ノ
ウ

ハ
ウ

の
提

供
を

、
今

後
も

行
う

。

・
ま

た
、

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

（
平

成
2
4
年

4
月

一
部

改
正

）
に

お
い

て
、

滞
納

処
分

、
重

加
算

税
賦

課
決

定
処

分
に

つ
い

て
双

方
向

の
情

報
共

有
規

定
が

措
置

済
。

・
上

記
の

旨
を

、
文

書
に

よ
り

通
知

す
る

。

・
な

お
、

同
法

の
改

正
に

よ
る

新
た

な
認

定
制

度
の

執
行

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
「
新

し
い

公
共

支
援

事
業

」
に

よ
る

基
金

の
活

用
に

つ
い

て
措

置
を

講
じ

た
ほ

か
、

所
要

の
地

方
財

政
措

置
を

講
じ

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

現
行

制
度

で
対

応
可

能
で

あ
る

旨
を

通
知

現
行

制
度

で
実

施
可

能
な

範
囲

を
明

確
化

し
、

通
知

内
閣

府
（
内

容
）

　
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
の

改
正

に
よ

る
認

定
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

の
認

定
・
監

督
権

限
の

都
道

府
県

知
事

等
へ

の
移

譲
に

伴
い

、
特

定
広

域
団

体
等

が
当

該
事

務
を

適
正

か
つ

円
滑

に
実

施
で

き
る

よ
う

、
国

税
庁

と
情

報
共

有
や

協
議

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
実

効
性

の
あ

る
仕

組
み

を
法

制
化

す
る

。
　

ま
た

、
当

該
事

務
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
、

交
付

金
措

置
を

行
う

。

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
の

認
定

権
限

等
の

移
譲

に
伴

う
国

と
連

携
を

図
る

仕
組

み
な

ど
の

法
制

化
（
財

源
措

置
を

要
望

）

国
土

交
通

省
3

ア
ウ

ト
ド

ア
事

業
者

等
に

よ
る

自
家

用
有

償
旅

客
送

迎

・
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

は
、

公
共

の
福

祉
を

確
保

す
る

た
め

や
む

を
得

な
い

場
合

に
、

タ
ク

シ
ー

事
業

者
等

に
課

さ
れ

て
い

る
安

全
規

制
等

を
緩

和
し

て
有

償
に

よ
る

運
送

を
認

め
る

も
の

で
あ

り
、

営
利

を
目

的
と

す
る

ア
ウ

ト
ド

ア
事

業
者

等
に

よ
る

レ
ジ

ャ
ー

客
の

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
を

可
能

と
す

る
こ

と
は

不
適

当
。

・
他

方
、

ア
ウ

ト
ド

ア
観

光
の

観
光

客
の

送
迎

に
つ

い
て

は
、

現
行

制
度

で
無

償
運

送
と

位
置

付
け

ら
れ

る
場

合
も

存
在

。
こ

の
た

め
、

北
海

道
ア

ウ
ト

ド
ア

資
格

制
度

登
録

事
業

者
が

行
う

参
加

者
の

送
迎

輸
送

に
つ

い
て

、
現

行
制

度
で

実
施

可
能

な
範

囲
を

明
確

化
し

、
通

知
す

る
。

・
ま

た
、

ア
ウ

ト
ド

ア
事

業
者

等
が

タ
ク

シ
ー

事
業

の
許

可
を

取
得

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

と
こ

ろ
、

タ
ク

シ
ー

事
業

者
の

営
業

所
が

存
在

し
な

い
市

町
村

等
に

お
い

て
は

、
最

低
車

両
数

が
２

両
に

引
き

下
げ

ら
れ

て
い

る
点

に
つ

い
て

周
知

す
る

。

（
内

容
）

  
交

通
ア

ク
セ

ス
を

含
め

た
、

安
全

で
良

質
な

ガ
イ

ド
サ

ー
ビ

ス
を

観
光

客
に

提
供

す
る

こ
と

に
よ

り
、

北
海

道
の

ア
ウ

ト
ド

ア
観

光
の

ブ
ラ

ン
ド

化
を

推
進

す
る

た
め

、
ア

ウ
ト

ド
ア

事
業

者
等

（
道

認
定

の
ガ

イ
ド

・
優

良
事

業
者

）
に

よ
る

自
家

用
有

償
旅

客
送

迎
を

可
能

に
す

る
。

Ｎ
Ｏ 4

提
案

項
目

・
内

容
主

な
関

係
省

庁

-
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 -
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